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入札入札入札入札・・・・契約制度契約制度契約制度契約制度についてについてについてについて（（（（おおおお知知知知らせらせらせらせ））））    

    

 平 成 ２ ２ 年 ５ 月 １ 日    

財団法人千葉県下水道公社  

 

当公社は、県及び市町村からの受託業務を実施していることから、公正で透明性・競争性の高い 

入札契約制度が求められています。 

平成２２年４月から千葉県において建設工事等委託業務の低入札調査基準価格及び最低制限価格 

制度の試行、総合評価方式の評価項目の見直し等が行われ施行されています。当公社においても同 

様に見直し等を行うものです。 

 

１ 建設工事等委託業務における最低制限価格制度の試行について 

  予定価格１，０００万円未満 

（１）対象業種及び最低制限価格 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

   

 

 

 

 

（２）実施時期 

   平成２２年５月１日以降に指名通知等を行う入札に適用する。 

 

２ 建設工事等委託業務における低入札価格調査制度の試行について 

 予定価格１，０００万円以上 

（１）対象業種及び調査基準価格 

   最低制限価格の対象業種・算定式と同様。 

 

（２）実施時期 

  最低制限価格の実施時期と同様。 

 

３ 総合評価方式の評価項目の見直しについて 

  総合評価方式の企業及び技術者の技術力や企業の地域貢献度をより適正に評価することを 

 目的に評価内容の見直しを行います。 

 

最低制限価格の算定式 
 予定価格の６０％から８０％の範囲内で、次の①から④までに掲げる
額の合計額とする。ただし、地質調査業務については、３分の２から    
８５％の範囲内とする。 

業種の区分 

  ①   ②   ③   ④ 

土木関係の建
設コンサルタ
ント業務 

直接人件費の額 直接経費の額 技術経費の 
５０％の額 

諸経費の 
５０％の額 

建築関係の建
設コンサルタ
ント業務 

直接人件費の額 特別経費の額 技術料等経費の
５０％の額 

諸経費の 
５０％の額 

測量業務 直接測量費の額 測量調査費の額 諸経費の 
３０％の額 

一 

地質調査業務 直接調査費の額 間接調査費の額 解析等調査業務
費の７０％の額 

諸経費の 
３０％の額 

補償関係コン
サルタント業
務 

直接人件費の額 直接経費の額 技術経費の 
５０％の額 

諸経費の 
５０％の額 
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（１）主な実施内容 

  ア 企業・技術者の能力及び企業の地域精通度に関する評価の見直し 

   ・文書注意の減点対象の期間を「１年間」に短縮 

  

イ 企業の地域貢献度に関する評価の見直し 

  ・地域美化活動のボランティア実績の評価を「千葉県内」に限定 

・雇用促進（障害者・高年齢者・女性）の評価を「千葉県民」に限定 

・「県内業者の活用」を評価項目に追加 

 

ウ 企業の施工能力に関する評価の見直し 

  ・工事成績の評価期間を原則「過去２ヵ年度間」とする。 

   ただし、過去２ヵ年度間に実績がない場合には「過去５ヵ年度間」とする。 

 

（２）実施時期 

   平成２２年５月１日以降に公告を行う入札に適用する。 

 

 

 ※ 個別の案件への適用は入札の公告等に記載しますので、よく読んで入札に参加してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


